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現代メキシヨにおける市民運動

小 倉 英 敬

I はじめに

近年,国家と社会の関係が大きく変化 し,こ の変化はグローバル化に

よって加速されている。この国家と社会の乖離の中で,権力から自立した

「市民社会」1)の 成長という現象が全世界的規模で生じている。

落合一泰氏は,サパティスタ民族解放軍 (EZLN:助ёrcitO Zapatista de

Liberaci6n Nacional)蜂 起の歴史的背景と現代的意味を考察した論文にお

いて,メ キシコにおける市民運動が市民社会の中で大きな役割を果たしつ

つある状況を指摘 し,「 メキシコの NGOや 市民組織のネットワークは経

済,政治,文化,社会,環境など諸分野を横断し,さ まざまな野菜がひし

めきあう<サ ラダ>に もたとえられるダイナミックで多様な広がりを見せ

ている。この点において,メ キシコは日本よりはるかに進んでいる」と述

べている [落合 1997:163]。

世界的に,「ポス ト産業社会化」が進み,そ こで生 じる社会的変化が政

治に変化をもたらし,その結果として政治に対する不信あるいは既成政党

に対する不信が増大する現象が見られる [竹内 1998:4]。 その中で,社

会運動の中での既成政党に連動する労働運動や農民運動などの運動の果た

す役割が低下する一方で,先進諸国を中心に中間階層を中核とする市民運

動が果たす役割が増加している。このような傾向は,ある意味で先進諸国
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のみでなく世界的に拡大 しつつある傾向であると思われる [坂本 1998:

59]。 なぜなら,近代世界の政治体tll,即 ちネーション・ステイトが,現

代世界においても未だ有効性があるのかとの問いが行われ,ネ ーション・

ステイトの枠を前提として機能してきた政治の質が問われつつあることを

反映したものであると考えられるからである。グローバル化が進展してい

る中で,ネ ーション・ステイトを体現する国家と,グ ローバル化にさらさ

れた社会との間の乖離が拡大しているのである。

落合氏が指摘 したように,メ キシコにおいては,1980年代末以降に市

民運動が大きな役割を果たしつつある。メキシコにおける市民運動のこ

のような隆興は,単 に制度的革命党 (PRII Partido Revolucionario lnstitu―

cional)長期政権の継続というメキシコにおける特殊な環境の下で生 じて

いるのであろうか。あるいは世界的な現象の一部として生じているのであ

ろうか。

本稿は,メ キシコにおける市民運動の成長は世界的な現象の一部である

との認識を持ちつつ,メ キシコにおける特殊な環境,即 ちPRIの 一党支

配体制に対する批判と,一党支配体制から複数政党制に移行 してゆく過渡

期における政治的 。社会的な空隙を満たすプロセスの中で生じている事実

を,市民運動の当事者たちへのインタビューなどによつて検証 しようとす

るものである [イ ンタビューに関しては表 1参照]。 そのような視点から,

現代のメキシコにおける市民運動を見ることによって,メ キシコにおける

一党支配体制の崩壊は不可逆の過程であり,さ らにメキシヨにおける市民

運動が世界的な新 しい市民運動の方向性に連動するものであることが立証

されると考える。

本稿において,「社会運動」という用語を用いる場合,社会変革能力を

備えている集合行為に限定することなく,便宜的に広 く定義し,共通の目

的を追求するあらゆる動員を「社会運動」と見ることにする。主に政治

的 。社会的秩序に異議を申し立て,経済的 。社会的要求を掲げる運動,及

び社会的・経済的弱者による運動が対象となる。この「社会運動」の中で
,
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表 1 インタビューした市民運動・大衆運動関係者

19%年
インタビュー相手

月 日

RodrtueZ,SergiO(FZLN国 際代表 )

2

14

15

Gonzalez sOuza,Luis(CCコ ーデイネーター,民主主義革命研究

所研究員,UNAM教授 )

Rosales Esteva,Luz(MCD事務局長 )

Garcla,Sandra(AC事 務局長 )

20
Sodi de la Tttera,Demetrio(PRD下 院議員,元 CCコ ーディネー

ター
)

10

25

30

G6mez― Hermosino,Rogelio(「 バモス基金」事務局長 )

Genaro Bautista/Esperanza Rasc6n(CNIコ ーデイネーター
)

Firdman,」 osё (「 エル・バルソン」法律顧問),Ortega,carlos(COCD

事務局長)

12

13

16

19

20

27

Gonz』 ez Gra∬,Jailne(メ キシコ政治問題研究所所長,ACUDE事
務局長 )

Montes,Carmen(MP」D代表),Carlos Salas/Alberto Betancourt/

Juan ⅣIanuel Sandova1/Alltonieta Rend6n

(RCACZコ ーディネーター,いずれもu Rヽ教 授 )

Reygadas Robles G■ ,Rafael(メ トリポリタン自治大学教授,MCP
事務局長 )

Rasc6n,Marco(「 ABOV」 元事務局長,連邦区政府顧問)

Miguel Allgel Granados Chapa(「 レフォルマ」紙論説委員)

Lttin,Bertha(RMALC事 務局長 )

Garcね,Salvador(RECEPAC事 務局長 )

Zermeio,SergiO(UNAM社 会学研究所教授,連邦区知事顧間)

市民運動 。大衆運動の略語は表 2参照
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労働運動,農民運動,学生運動,都市民衆 (貧民街住民)運動,先住民運

動などの個人の意思を基盤としつつも,職場,学校,地域等の特定の場に

おいて大衆的組織基盤を有するものを「大衆運動」と規定し,他方,特定

の場を媒介とせず,意識的な個人の意思を基盤とするものを「市民運動」

と規定する。この市民運動には民主化運動,人権擁護運動,フ ェミニス ト

運動,環境エコロジー運動,文化運動,平和運動,ホ モ・レズ運動,及び

諸種の NGOな どが含まれよう。

これらのうち,本稿において「市民運動」として扱う運動は,個人が主

体となって展開され,政治的意味合いを有し,かつ特定の社会集団のみで

なく社会全般に影響を及ぼしうると考えられる運動である。特にネット

ワーク化されている例を主な対象とする。

Ⅱ 「市民社会」意識と市民運動の形成過程

1「市民社会」意識の成長

メキシヨにおける市民運動の成長の背景として,「市民社会」意識の成

長,そ してネオリベラリズム経済政策の影響という二点を指摘 しうる。

現在のメキシコにおいて,NGOと 市民運動の概念に関して明確な定義

は存在 していない。NGO組織は,各セクター毎の管轄省庁に個別に登録

されているだけで,全国的にあらゆるセクターの NGO組織を統轄する機

関は存在しない。管轄省庁に登録されているNGO組織の総数については

推定数字しかないが,約6000組織であろうとされている。これらの登録さ

れたNGO組織の中には,別途市民組織 (OrganismO Civil)と 称している

組織も存在するが,他方自らをNGOと 規定 しない市民組織も存在する。

これらの市民組織及びNGO組織が展開する運動が「市民運動」と捉えら

れよう。

メキシコにおいて,NGO組織は1950年代から発生 し始めた。一方市民

運動は,NGO組織による活動の影響を受けつつ,1970年代に発生 した都

市民衆運動の延長線上に発生し,成長した。特に,1985年 9月 に発生した
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メキシコ地震の被災者救済に際して,連邦政府の対応が遅れたことに対す

る社会的批判が自主的な運動を発生させた。そのことが,市民運動の発生

と成長に向けて大 きな契機 となり,土台となった。このような市民運動の

隆興は,「市民社会」 (Sociedad Ci前 )の概念がメキシコにおいて使用 さ

れだしたことと並行的に生 じた。メキシコにおいて「市民社会」 という言

葉は,1968年の学生運動に関する研究が進展 してゆく中で使用されたこと

を起源 としているが,1985年 9月 のメキシコ地震以後に広 く使用されるよ

うになった[Reygadasか らの聴取 ]。

メキシコにおける「市民社会」の概念は,グ ラムシの「市民社会」に関

する理論に強 く影響 されている[RodrtueZか らの聴取 ]。 それは,「政府や

司法あるいは抑圧組織には直接属さない社会活動や社会組織の全体」を表

わし,そ こでは一つの支配的な社会集団が同意 とヘゲモニーを組織する一

方で,支配される社会集団が抵抗 を組織 し, もう一つのヘゲモニーを構築

することが可能な領域であると理解 される。また,「市民社会」は,支配

的な社会集団が強制と直接支配によって統治する政治社会と分離 したもの

ではなく,相互作用の関係 を持つ ものと認識 される [フ ォーガチ 1995:

516]。

メキシコにおいてグラムシの影響が強まったのは,1970年代後半以降で

ある。1970年代後半 とは,ラ テンアメリカ全体において,キューバ革命の

影響下でのゲリラ闘争による武力革命路線が,権力側の武力弾圧によって

限界に達 した時期である。メキシヨにおいても,1970年代前半にゲリラ運

動がほぼ壊減 させ られた直後からグラムシ研究が活発化 した。グラムシの

概念を取 り入れて,権力をめぐる闘争の焦点が「機動戦」から市民社会に

おける「陣地戦」に移行 した との認識が強 まった ことがあ ったlAric6

1988:103]。

メキシヨにおいて使用されている「市民社会」の概念は,グ ラムシの市

民社会の概念を出発点 としていたが,PRIの一党支配体制に反対 して,人

権,市民権,政治改革,社会正義を求めて闘う無党派的で超階級的な運動



122           現代メキシヨにおける市民運動

を意味するものとなっていった。換言するならば,メ キシコにおける市民

社会の概念は,「政治=国家」に換言される PRIに よる長期一党支配体制

に対する批判を根底に有するものとなっており,「市民社会」が現存する

「政治=国家」に対する批判の社会的基盤と位置づけられている。

このため,こ の「市民社会」は狭義のものであ り,本来の「市民社会」

の全体を代表するものではないとの批判がなされる場合がある。 しかし,

他方でこの批判を認めつつも,こ の狭義の「市民社会」は「市民社会」の

中で唯一オピニオン・リーダーとして機能 している潮流であるとの指摘 も

ある [Granados Chapaか らの聴取 ]。 いずれにせよ,メ キシコにおいて使

用されている「市民社会」には,極めて特有なニュアンスが存在すると言

える。

そして,こ のような「市民社会」意識の高まりは,特に,1985年のメキ

シコ地震,1988年大統領選挙における野党候補の勝利可能性の増大,そ し

て1994年 の EZLNに よる武装蜂起を契機 として,市民運動の隆興と成長を

もたらした。

2 ネオリベラリズム経済経済政策の影響

市民運動が成長 したもう一つの要素は,ネ オリベラリズム経済政策の影

響である。メキシコにおいてネオリベラリズム経済政策の採用は,1982年

に発生 した対外債務危機 に際 して,デ・ラ・マ ドリ政権が IMFの コン

デイショナリテイーを受け入れた経済措置を採用 したのが端緒であつた。

ネオリベラリズム経済政策が採用された結果,貧富の格差は拡大 した。

社会開発省の統計によれば,1984年 には上層20%が総所得の49.5%,下層

20%が4.83%を 得ていた。 しか し,1994年 には上層20%が占める比率 は

54.53%に 増加 し,他方下層20%が 占める比率は4。 35%に低下 した [メ キ

シコ日本商工会議所経済調査委員会1998:11]。 また,貧困層の相対比率

も,極貧層の絶対数も増加 したの。このようにメキシコにおいては明らか

に貧富の格差が拡大 し,貧困問題は悪化 した。これがネオリベラリズムの

結果であることは明白であるが,NAFTA加 盟の結果であるかについては
,
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更に検証することが必要な課題であろう。

ネオリベラリズムがイ国人を原子化する方向に作用することは事実である

が,他方で原子化 した個人の間に社会的連帯感を強める作用をもたらし,

市民運動を成長させるという面もある。ネオリベラリズムは言わば双方向

的な現象を生 じさせると考えるべきであろう。

メキシヨの市民運動は,こ のようなネオリベラリズムの結果に対して敏

感に反応 し,貧困問題の解決と社会的連帯の形成を目指して,こ れを社会

正義の実現と表現している。

3 市民運動の形成過程

現代メキシコにおける種々の市民運動の結成を時系列的に見ると,一定

の傾向を読み取ることができる。表 2は ,1980年代以後に結成された主な

市民運動と大衆運動の設立年度を表わしたものである。1980年代には,ま

ず人権擁護組織が発生し,その後1980年代末から政治的民主化を目的とし

た市民運動の発生が続き,こ れが選挙監視を活動分野に含むグループの結

成に至る。また,1990年代には人権擁護団体のネットワーク化が進むとと

もに,自 由貿易に反対するネットワークや貧困撲減を目指すネットワーク

が結成され,更に社会開発プロジェクト調整グループもネットワーク化す

るに至る。これに続いて,1994年 1月 のEZLNが武装蜂起を通じて行った

問題提起に応える形で先住民運動,平和運動が発生した。これらの1980年

代後半から1990年代に結成された種々の市民運動は,1998年末には全国平

和会議 (ANP)の結成に合流していつた。

これらの市民運動に関して,次の三つの特徴点が挙げられる。

①新しい政治文化が,(a)複数政党制の確立を目指す民主化,(b)参加型

民主主義による代表制民主主義の補完,(c)政府の社会支援面での後退に

よって生 じた空白を埋める市民組織や NGOの役割拡大,と いう三つの側

面で模索されている。

②各分野の市民運動の間にネットワーク化が進展している。

③1994年 1月 のEZLNに よる武装蜂起におけるEZLNの問題提起を受けと
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表 2 1980年 代以後に結成された主な市民運動と大衆運動

1983年 フランシスコ・デ 。ビ トリア人権センター (CDHFV:Centro de Derechos
Humanos Francisco de Vito五 a)

1984年 メキシコ人権アカデ ミー (AMDH:Academia Me対 cana de Derechos Huma―

nos)

1985年 市民連絡組織 (ENLACE:Enlace de Organismos Civiles)等 地震被災者救

済組織
1987f「 住民会議・隣人組織 (A30V:Asamblea de Barrios y Organizaclones Veci―

nales). 120フ ブノに

19884F 有効投票民主主義合意 (ADSE:Acuerdo Democratico pOr el Suiagio Efec―

t市o),ミ グル・ア グス テ イン・プ ロ 。フア レス神 父 人権 セ ンター

(CDHMAP:Centro de Derechos Humanos Mtuel Agustm PrO」 uarez), バ

ル トロメ・デ・ラス・カサス神父人権センター (CDHFBLC:Centro de
Derechos Humanos Frav Bartolom6 de las Casas― Chiapas)

1989年 民主主義合意 (ACUDE:Acuerdo porla Democracia)

民主主義評議会 (CD:Cons● o para la Democracia),

人権擁護促進メキシコ委員会 (CMDPDH i Comisi6n

Mexicana de Defensa v Promoc16n de los Derechos Humanos

1990笙F 民主主義を目指す市民組織集合 (COCD:CoⅣ ettencia de Organizaciones

CMles por la Democracia,150組 織),自 由貿易に反対する行動メキシコ・

ネットワークRMALC:Red Mexicana de Acci6n Frente al Lbre Comer―

clo,130組織 )

1991年 民主主義市民運動 (MCD i Movlnliento Ciudadano por la Democraca,人

権組織全国ネットワーク (RNOCDH:Red Nacional de Organismos Ci湘 es

de Drrechos Humanos,49組 織 )

19924F 極貧撲減市民協会ネットワーク (RECEPAC:Red Nacional Contra Ex‐
trema Pobreza,15組 織 )

19931F エル・バルソン :EI Barz6n,110万人

1994年 カラバーナ・デ・カラバ ーナス (Caravana de Caravanas),市 民連 合

(AC:2咀 anza CMca,120組織),「正義 と尊厳」 を伴 う平和運動 (MPJD:
Movinliento por la Paz con」 usticia y Dignidad,160組 織),チ アパス平和

NGO調整機関 (CONPAZ:Coordinadora de Organismos No Gubernamenta―

les por la Paz en ChLpas),市 民平和空間 (ESPAZ:Espacio Civユ por la

Paz)

1995年 fi 1)r*) ' f ' l'- f'"2 (CaravanadeTodos)

1996笙F 全国先住民会議 (CNI:CollgresO Naclonal lndtena,220万 人,市民の大義

(CC:Causa ciudadana),「 バモス」基金 (Fundaci6n Vamos)
1997年 「サパテ ィスタの大義」支援市民 ネッ トワーク (RCACZ:Red Ciudadana

de Apoyo a la Causa Zapatista), 市民平不ロミッション (MCP i Misi6n CiⅦ

por la Paz)サ パテイスタ民族解放戦線 (FZLN:Frente Zapatista de Libe―

raci6n Nacional,8万 人 )

1998笙F カラバーナ・ リカル ド

Ricardo Flores Mag6n,

porla Paz. 600組 織 )

・フロレス・マ ゴ ン (CRFM:Caravana Nacional
25組織),全国平和会議 (ANP:Asamblea NaclonJ

(注)ll内 は大衆運動
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め,先住民の権利 を支持するとともに国内の民主化 と和平 を強 く志向 して

いる。

Ⅲ 新 しい政治文化の模索

新 しい政治文化の模索における第一の側面は,1988年大統領選挙の際に

生じた選挙不正疑惑の究明が端緒となった。大統領選挙の結果,PRIに よ

る選挙操作に関する疑惑が表面化し,他方で選挙を通じた政権交代の可能

性,即 ち PRI一 党支配体制を打倒 しうる可能性が示された。そのことか

ら,選挙不正の一掃,有権者の政治的意識の覚醒,及び政治的民主化を目

指す市民運動の成長が促進された。PRI一 党支配体制を基盤とした政治メ

カニズムが崩壊を開始し,市民社会は自立化する方向を示 したのである。

まず,1988年の大統領選挙において選挙不正疑惑が発生したことを契機

に,「有効投票民主合意」(ADSE)が結成された。1989年 には,ADSEは
「民主主義合意」 (ACUDE)と 「民主主義評議会」 (CD)に 分裂 したが,

ACUDEは 選挙監視活動と選挙法改正に向けた世論形成に重点を置いた活

動を開始した[Gonzilez Gra∬ からの聴取]。 その後,1990年 には市民運動

の結集 と調整 を図る目的か ら「民主主義 を目指す市民組織集合」

(COCD)が結成された。COcDは ,選挙における運動資金やマスメディ

アの使用に関する監視を強めるとともに,連邦選挙管理委員会の市民化を

図ることを目指す運動を開始した。現在は民主化を実現する基盤として持

続的成長,統合的な民主主義,人権擁護,平和が必要であるとの視点から,

これ らを実現す るための制度強化 を目指す全国制度強化 システム

(Sistema Nacional de FOrtalecimiento lnstitucional)を 形成し,こ れらの

目的を目指す市民組織のコーディネーターの役割を果たしている[Ortega

からの聴取]。

そして,ACUDEや COCDな どは国会議員選挙や地方選挙にオブザー

バーとして参加してきた。1991年 には,サ ン・ルイス・ポ トシ州知事選挙

における不正疑惑を摘発 し,PRIに よる選挙操作を批判するオピニオン潮
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流の形成を契機として,同年12月 に「民主主義市民運動」 (MCD)が結成

された。

MCDは 結成時に,(a)政 治的権利を含む市民の基本的権利の擁護 ,

(b)選挙不正に対する闘い,(c)民主主義移行に向けた対話 。和解の努

力,(d)権威主義的で垂直的な体制を打破 し,水平的な関係の構築,及

びこれに向けた市民教育,(e)こ れらの諸目的を達成するために行われる

市民のイニシアテイブの支援を掲げた。

次に,1994年 8月 に実施された大統領 。国会議員選挙を前に,選挙監視

活動をそれまでそれぞれ単独で実施してきた 7グループが結集して「市民

連合」 (AC)が結成されため。選挙当日には,ACの呼びかけによって内外

から2万人の選挙オブザーバーが参加するに至 り,選挙集票時点における

選挙不正を高い確率で阻上しうる環境を作 り出すことを可能にした。

選挙監視を主な活動の一つとするACが結成されたため,McDは ACの

参加グループとしてACへの協力を継続しながらも,選挙監視活動から撤

退して,市民の政治教育と啓発を目的とした活動,及び種々の市民運動の

支援を行う市民運動間のコーデイネーター的活動に方向を転換 している。

政治教育面で重視 しているのは,為政者に義務と責任を自覚させる活動 ,

及び市民に代表制民主主義の質の向上を訴え,さ らに批判的意識を形成し

て市民の抵抗権を自覚させる活動である[Rosales Estevaか らの聴取]。

他方,ACは 選挙監視,政府の予算執行状況の監視,意識調査を主要な

活動としている。選挙監視において,ACは ロジ戦略面でのアレンジを担

当し,オ ペレーションはCOCDが請け負っている。現状では,集票セン

ターのコンピュータと選挙監視団のコンピュータを接続することが可能に

なり,選挙不正が行える範囲は,投票前の買収行為や脅迫行為などに限ら

れ,選挙における公正度はかなりの程度確保できるようになった。選挙不

正が大きな問題となリサリーナス前大統領の正統性を疑わしめる原因と

なった1988年 の大統領選挙時に比べ,よ り公正な選挙が実施されうる環境

形成が進展した [Garcia,Sandraか らの聴取]。
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また,現在メキシコには国民投票制度が存在 しないため,ACが実施 し

ている意識調査は唯一国民投票に代わりうる国民世論の調査システムであ

る。ACに よる大規模な意識調査は1997年 までに 3回実施 されている。第

1回 目は1995年 2月 に実施されたサリナス前大統領を法的処置に付すべ き

か否かについての調査,第 2回 目は1995年 8月 に EZLNか らの要請で実施

した EZLNは合法的な政治組織に転換すべ きか否かに関する意識調査,第

3回 目は1995年 9-11月 に実施された金融危機に関する意識調査で,米国

からの金融的支援 を受けるべ きか否かに関する調査であった[Alianza CM―

ca 1998: 7]。

他方,1994年 8月 の大統領選挙に先だって,市民運動が主要候補者 に

「民主主義 との200の 約束」を提案 して署名 させた。その ことが契機 と

なって,1996年に第 1回市民組織会合が開催 され,こ れを基盤に「市民の

大義」 (CC)が結成 された。CCは,市民の政治教育 とオピニオン・リー

ダー的機能を主軸 として,具体的には,(a)学校における模擬投票の実施

など,青少年に対する民主主義教育の実施,(b)憲 法理解の促進,政治

参加方法の指導などの成人市民教育,(c)公務員になる者のための公的精

神の形成,(d)種々の市民運動の指導,(e)具体的問題に関するオピニオ

ン 。理念形成,(f)選挙への立候補者の養成,を 主な活動内容 としている。

CCの メンバーに対 しては,民主革命党 (PRD:Partido de la Revoluci6n

Democritica),国民行動党 (PAN:Partido de Acci6n Nacional),PRIか ら

選挙立候補への誘いが行われ,1997年 7月 の中間選挙においては,個人の

判断でそれぞれ親近感を有する政党から立候補する者が出たが,国会議員

に当選者を出したのは PRDの みであつた。CCの全国コーデイネーターに

は,PRDの シンクタンクである民主革命研究所のメンバーが存在するな

ど,CCは PRDの 潜在的予備軍の形成,PRD内 の市民的要素の強化 に資

している。CCの 自己定義によれば,純然たる市民運動であるよりは,政

治運動 と市民運動の間の架け橋 となることを志向している[Gonzalez sOuza

からの聴取 ]。
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政治民主化を模索する市民運動の指導者層のなかには,1968年の学生運

動の経験者で,1985年の地震被災者救援活動に参加した者が多い。。

第二の特徴である参加型民主主義の模索は,代表制民主主義を補完する

もの として行われている。この傾向は,一般的に,COCD,MCD,AC,
CCが市民の政治参加 を追求する姿勢にも見 られるが,と くにこれらの組

織によって表明されている国民投票制度の導入を求める主張や,国民投票

制度が存在 しないためにこれに代わる国民意識調査 を実施 しているACの

活動の中に,よ り具体的に見 られる。また,COcD等は社会開発に向けた

市民の広範な参加を呼びかけている。

また,EZLNの 合法路線転換後の受け皿組織 として結成 された FZLNは ,

EZLNと 同様に,「民意を尊重 しながら統治する (Mandar obedeciendo)」

統治形態の確立を主張 している。この主張や,組織論 としての指導層の固

定化を拒否してコーディーネーター制度を採用する姿勢には,先住民の伝

統的制度に教訓を得た参加型民主主義への志向性が強く見られる。FZLN

が有する政治的性格から見て,こ れを市民運動と分類することは不可能で

はあるが,こ のような主張がキャラバン組織や RCACZな どの市民組織に

影響を与えている事実は考慮されるべきである。

第三の特徴は,主 に「バモス基金」のような社会開発プロジェクト調整

組織に顕著に見られる。サリーナス政権によって設立された「全国連帯プ

ログラム」はセディージョ政権において活動が縮小され,政府は社会開発

面から後退したが,社会開発プロジェクト支援組織がこの空隙を埋める役

割を増大させている。このような傾向は,ネ オリベラリズムの理念の下で

小さい政府が目指される傾向が強まる中で,世界的にも看取される傾向で

ある[G6mez― Herlnosilloか らの聴取]。

Ⅳ 市民運動ネットワークの形成と相互連携

1 人権擁護団体ネットワークの形成

メキシコにおける人権擁護団体の多くは1980年代に発生したが,1991年
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には人権擁護団体の全国ネットワークである「メキシコ人権組織全国ネッ

トワーク」(RNODH)が結成され,連携を強化している。このネットワー

クにはカ トリック系の「フランシスコ・デ・ビトリア人権センター」や

「ミグル・アグステイン・プロ神父人権センター」の他,非宗教系の「メ

キシコ人権擁護・促進委員会」(CMDPDH)な ど,1998年 8月 現在で全国

22州 の49団体が加盟し,全国的な調整機関となっている。ただし,個別活

動を重視する「メキシコ人権アカデミー」 (AMDH)は加盟していない。

RNODHの結成に先立って,1990年 6月 には連邦政府が内務省人権局を

分離 して「全国人権委員会」(CNDH)を 設立 したが,cNDHは軍に対す

る追及が弱い等の限界を有するために,よ り客観的な人権擁護を社会的に

広める上で,RNODHの重要性は高まっている。特に,EZLNの武装蜂起

以後,チアパス州だけでなく,ゲレーロ州などの先住民居住地域における

連邦軍の増強を原因として人権状況が悪化する傾向にあると指摘されてい

る。そのような状況の中で,RNODHが国連人権委員会差別小委員会や米

州人権委員会に告発した結果,事態の悪化に対する警告が国際的な場で出

されるようになり,人権問題の改善に向け重要な役割を果たしつつある。

このように,人権擁護においては,国家による人権擁護が十分に実行され

ていない部分を市民運動が補完している事実が明確に存在する。

RNODH事務局長であるクレブロ女史は,CDHFAPの創立者の一人であ

り,メ キシコ地震被災者救援活動に参加 した。CMDPDH事務局長のラモ

スも地震被災者救援活動に参加 した。

2 ネオリベラリズム批判ネッ トワーク

政治的な民主化運動を展開する MCD,COCD,CCは ,その活動の一部

としてネオリベラリズムがもたらす否定的な側面に関する情宣活動を重視

している。また,人権団体や平和運動 も,人権 と平和の概念に関する総合

的な視点で社会正義を追求する立場からネオリベラリズム批判を展開して

いる。 しか し,「 自由貿易 に反対 す る行動 メキシコ 。ネ ッ トワー ク」

(RMALC)の ように,ネ オリベラリズム批判,特にメキシコが加盟する
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NAFTAを はじめとする自由貿易体制に対する批判を活動の主軸とする運

動も発生している。

RMALCは ,NAFTA締 結への動 きに反対する労組を中心 として1990年

にカナダで結成された組織の代表が,1990年 にメキシコを訪問した際に
,

労組や NGO等 の130組織が結集 してメキシコ側のカウンターパー トとし

て結成された運動である。NAFTA締結前には,同協定締結を阻止する目

的でメキシコ政府と対話を行ったが,NAFTA発 効後は協定に行動規範を

挿入するよう再交渉することを提案するとともに,NAFTAの 否定的影響

についてモニタリングを行っている。また,2005年 に向けた米州自由貿易

協定締結を阻止することを目的とした国際的な連帯運動も展開している。

1998年 4月 にはチリのサンテイアゴで第 2回米州サミットが開催されたの

に合わせて,米州自由貿易協定の締結に反対する米州の300組織が会合し

て「米州大陸社会同盟」を結成 し,さ らにはAPEC諸国の諸組織 との連

帯 を模索 している。事務局長のルハ ン女史は独立系の真正労働戦線

(FAT)の 出身であり,メ ンバーの多 くも労働運動の指導者層が多い[Lu―

jinか らの聴取]。

また,ネ オリベラリズムに基づ く経済政策がもたらす社会的格差の拡大 ,

特に底辺層の貧困水準の更なる低下を阻止する目的で,「極貧撲減市民協

会ネットワーク」 (RECEPAC)が 1992年 12月 に結成され,主 に先住民社

会における手工芸品の市場開拓と先住民社会における食料自給の達成を,

極貧状態の悪化に対する防衛策として推進している。しかし,貧困克服に

向けた政策的な選択肢を提示するまでには至らず,受動的,防衛的姿勢を

とることを余儀なくされているのが実情である。RECEPACは ,サ リーナ

ス政権期の「全国連帯プログラム」に従事 した社会開発省内の進歩派職員

グループとも提携 しており,市民運動と政府との間の相互補完関係の形成

という新たな連携関係が垣間見られる。事務局長であるガルシアは,先住

民に対する支援活動を行ってきた社会活動家である[Garcfa,Salvadorか ら

の聴取]。
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3 社会開発プロジェクト調整ネットワーク

この分野においては,1996年 に設立された「バモス基金」が挙げられる。

メキシコにおいては,社会開発プロジェクトは1960年代からカトリック系

組織をはじめとする国際的な協力機関が個別に推進していた。1970年代に

は1968年 の学生運動を経て形成された左翼系のプロモーターが農村に下放

して,プロジェクトを作成して外部の資金源を探 して実施するという形態

が開始された。サリーナス政権は「全国連帯計画」の下に,垂直的な開発

支援を実施したが,割 り当てられた資金は途中で横領され,プロジェクト

現地には一部しか届かない,あ るいは選挙における買票行為に使用される

といった事態が広範に発生した。

しかし,1990年代には,地域住民の間にプロジェクト形成能力が高まり,

プロジェクト調整機関が存在するようになっている。外部からプロジェク

ト・プロモーターが入らなくても,国内外の資金源と結び付ければ開発プ

ロジェクトが実施できるまでに地域住民の自助能力は進歩した。このプロ

ジェクト調整機関として設立されたのが「バモス基金」である。「バモス

基金」の特徴は,1985年 メキシコ地震発生時に登場 した市民連帯組織活動

に参加した活動家で,今や種々の市民運動で活躍している多くの市民が参

加していることである。事務局長のゴメス・エルモシーヨは都市民衆運動

出身でメキシコ地震の被災者救援活動に参加した後,種々の市民運動に参

加 し,現在はACの コーデイネーターを兼ねている[G6mez―Herlnos■ loか

らの聴取]。

1998年 5月 に就任したモクテスマ社会開発相は,こ のような市民組織と

の協力関係の重要性を認識し,「バモス基金」との協力関係を成立させて

いる。こうして,PRI一党支配体制下での垂直的で,ポ プリスタ的な選挙

時の投票を見返 りとして要求するような開発プロジェクトの推進形態では

なく,地域住民の自発性を優先する推進形態が確立され,こ れに連邦政府

が協力するという新 しい枠組みが形成されつつある。「バモス基金」は
,

経済開発に社会全体の参加を導 くとともに,開発プロジェクト推進に対す
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る市民の信頼関係を醸成し,PRI一党支配体制が残した空隙を埋める市民

運動として活動を展開しつつある。

4 平和運動ネットワーク

平和運動が成長する上で,EZLNの武装蜂起は大 きな刺激 となった。

EZLNと 市民運動の接点については第V章で詳述するが,市民運動が成長

する上で EZLNの武装蜂起が刺激となった理由は,その武装蜂起が,紛争

の根源的な問題である貧困と不正義の問題を考える契機を与えたためであ

る。そして,平和の追求は人間の尊厳と正義を求めるという平和の概念の

拡大をもたらした。

このような平和運動の先鞭となったのは,1994年 11月 に結成された「正

義と尊厳を伴う平和運動」 (MPJD)で あつた。MPJDは ,当 初サンクリス

トバル司教区のルイス司教のノーベル平和賞ノミネー トを支持 していたグ

ループが,ル イス司教の落選後に組織として再編され,平和を追求する運

動として発展したものである。MP」Dは武力紛争に対する平和のみでなく,

社会的な暴力に対する平和という新しい平和の概念を提起 して,こ のよう

な社会平和の達成に対する市民の意識向上と,種々の市民組織 。運動の平

和運動への参加を働きかけることを目的として活動 している。MP」Dの主

体となっているのはキリス ト教関係者であり,こ れに種々のNGO組織 ,

大学関係者,労働運動の代表が個人的に参加している。代表のモンテス女

史はカトリック系の人権擁護運動の出身である[MonteSか らの聴取]。

また,EZLNの 武装蜂起直後に,COCDに 参加する市民組織が中心 と

なって「チアパス平和 NGO調整機関」 (CONPAZ)が 結成 され,さ らに

CONPAZが基盤となってより広範な分野の市民組織が参加 した「市民平

和空間」(ESPAZ)が チアパス州で結成された [ReyЁadas 1998:441-455]。

1997年 11月 にルイス司教がチアパス州北部のチョル系先住民の居住地域

を巡回礼拝 した際,PRI系の私兵組織「正義と平和」から銃撃を加えられ

る事件が起 きた。その直後,外国人 7名 を含む市民44名 が市民調査 ミッ

ションを結成 して,同州の北部とツオツイル系先住民が居住するチェナ
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ロー村に赴いて,私兵組織の実態,及び私兵組織の活動に起因する難民間

題の実態を調査 した。12月 1日 にその結果が CNDHに 提出され,CNDH
は初めて私兵組織の存在とその危険性を認めるコミュニケを発 した。しか

し,その直後の12月 22日 にチェナロー村アクテアル地区にて私兵組織「赤

い仮面」による先住民難民45名 の殺害事件が発生した。そのため,チパア

ス州の真の和平達成を目指して市民調査 ミッションを組織として存続させ

る目的で,12月 28日 に「市民平和 ミッション」(MCP)が 結成 された。

MCPは平和の意義を住民に広めるための意識化キャンペーンを展開する

とともに,全国規模の平和運動の結成を目指した。事務局長のレイガダス

はメトロポリタン自治大学教授であり,メ ンバーの大半が大学教授などの

知識人である[Rettadasか らの聴取]。

MCPの結成を契機として,McPが主体となって,種々の広範な社会運

動や市民運動を結集するようになる。こうして1998年 8月 ,「平和」達成

を軸とする全国平和会議 (ANP)が結成された。McD,AC,CCが民主化

移行に向けた政治意識の向上を目的として展開し,RNODHや AMDHな

どの人権団体が総合的な人権の概念に基づいて基本的人権が保証される社

会の建設を目指 している。それに比 し,ANPは チアパス問題の平和的解

決を第一の目標として掲げ,基本的人権の保証や平和追求という平和の統

合的な観点から,民主化移行を達成しようとしている。

ANP設立の契機 となったのは,1998年 7月 のアナン国連事務総長のメ

キシコ訪間であつた。アナン事務総長の訪間時に,チアパス州における人

権問題の悪化を訴えた約600組織が ANPの基盤となった。その後,同年 7

月の『第五ラカンドン密林宣言』において,国会の和解調整委員会 (CO―

COPA)が国会に提出した「先住民の権利と文化」に関する憲法改正案を,

連邦政府が拒否 したのに対 して,EZLNは これを支持する立場から,CO―

COPA案 を国民投票にかけることを決定したと発。それに対応するかたち

で,8月 22日 にこれら600組織が ANPを 結成 し,更に9月 3日 ANPは
,

この国民投票の実施を支持する諸団体や国会議員とともに,EZLNに 対 し
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て市民社会と対話することを訴えた。

これを契機 として ANPは ,チ アパス問題のみでなく,全国的な和平達

成を通 じた政治的民主化の達成を目的とした運動を展開してお り,民主化

を目指す市民運動の結集軸の役割を果たしている。

5 全国キャラバン・ ネッ トワーク

19%年 1月 の EZLNの武装蜂起後,EZLNの 影響下にある先住民村落に

対する物資支援を目的とするキャラバン活動が活発化 した。1994年 5月 ,

EZLN拠点地域の先住民に対する物資支援活動 を目的として,メ キシコシ

テイーの学生有志が中心 となって「カラバーナ 。デ・カラバーナス」が結

成された。これを母体に各州の学生キャラバン組織が「カラバーナ・デ・

トー ドス」を結成 し,さ らにこれが結集軸となって,1998年 5月 にはキヤ

ラバ ン組織の全国ネットワークである「カラバーナ・リカル ド・フロレ

ス・マゴン」 (CRFM)が結成 された。CRFMは ,1998年 4月 にチアパ ス

州警察,連邦軍,連邦検察庁などが関与 して EZLN側 の自治行政体の一つ

であるオコシンゴ村内の「リカル ド・フロレス・マゴン」を解体 しようと

介入 したことに抗議 して,こ の自治行政体の名称から名をとった。このこ

とから明らかなように,CRFMは EZLN支援 を明確にした物資支援ネット

ワークである。メンバーは19%年当時の UNAMを 中心 とした大学の学生

及び現役の学生である。

6 市民運動の相互連携

以上に挙げた市民組織の資金源は,国内外の NGO組織,特 に米国及び

欧州諸国の NGO組織からの支援であ り,一部の組織は米国,カ ナダ,及

び EU諸国政府の NGO支援資金の提供を受けている。

「バモス」基金,ANP,ACに は,多 くの市民運動が組織的,あ るいは

市民運動の活動家が個人的に参加 してお り,市民運動の相互乗 り入れの傾

向が見 られる。表 3は ,種々の市民運動の相互関係を表わしたものである。

この事実を考慮すれば,市民運動において概ね共通 した問題意識が存在す

ることが理解される。
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表 3 主要な市民運動の相互関係及び政党との関係

市民運動は,こ れまで述べてきたように,人権,政治的民主化,平和 ,

社会開発等の諸分野に活動を広げているが,重要な点は,人権の概念や平

和のlll念が拡大され,社会正義の実現という共通意識が形成されてきたこ

とである。人権擁護運動においては,「狭義の人権→政治的権利→社会的

権利」への概念の拡大が運動の進展に伴って生じている。また,平和運動

においては,平和を戦争に対置するのみでなく,社会的暴力に対置し,社
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会的正義の追求をも対象に入れて平和に関する概念の拡大が行われている。

このように運動の展開のなかで各分野の運動が目指す共通の方向性が形成

されてきた。

従つて,多 くの市民運動の活動領域が重複する傾向も近年顕著になりつ

つある。このためこれらの市民運動はコーデイネーション組織を設立して
,

競合することなく協力関係を形成する方向を目指している。ここにもさら

に大きな市民運動のネットワークが形成される可能性が生まれつつあると

言える。

V EZLNの 市民運動へのインパク ト

l EZLNと 市民社会の関係

1990年代のメキシコにおける市民運動の成長を刺激した大きな要因の一

つは,1994年 1月 1日 にEZLNが行った武装蜂起であった。当初市民社会

の反応は緩慢であったが,『第ラカンドン密林宣言』が公表されて[EZLN

1994]以後,市民社会はEZLNが行った問題提起の重要性を認識していく。

EZLNの問題提起が単にチアパス州だけの問題でも,先住民だけの問題で

もなく,メ キシコの政治的民主化,さ らには先住民を除外 した似非ネー

ションではなく,多様性が共存することを許す真のメキシコのネーション

形成を目指していることを理解 した市民社会は,EZLNを 擁護 し,政府が

図るEZLNの軍事的壊滅を阻止する行動を直ちに起こした。更に,市民社

会はEZLNの思想の中に,コ ロンプス以来の近代社会批判や,代表制民主

主義に代表される既存の政治形態に対して新しい政治のあり方を問う根源

的な問題提起が存在することを認識 した[RettadaSか らの聴取]。

EZLNと 市民社会との関係は,第一に市民社会一般,第二に市民社会の

中の EZLNに連帯する特定の市民運動,第二に先住民運動,第四にEZLN

が武力闘争放棄後の組織として結成したFZLNの四つの側面で確立されて

いる。

第一に,市民社会一般との関係については,EZLNが発出した『第一ラ
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カンドン密林宣言』の直後から市民社会倶1が積極的に動き始めた。サリー

ナス政権が一方的に休戦を宣言したため,実質的な戦闘は12日 間で停止さ

れたが,EZLNの武装蜂起に際して,市民社会が懸念 したことは,武装蜂

起を回実として政府が EZLNの軍事的壊減を図り,先住民の人権が連邦軍

などの治安当局によって侵害されることであった。EZLNの武装蜂起後 ,

はじめて市民社会が行動を起こしたのは, 1月 6日 からであると思われる。

同日,エ レナ・ポニア トウスカ,カ ルロス 。モンシバイス,カ ルロス・モ

ンテマジョルなどの文化人が,前 日までにサンクリストパル市南方の先住

民地区に対して連邦軍が戦闘ヘリにて無差別に空爆したことに抗議 して
,

即時の空爆停止を訴えた。また,複数のNGO組織が人権監視を目的とし

て「平和と人権のキャラバン」を組織して,空爆地域や軍によって包囲さ

れた地域に送つた。

EZLNは 1月 17日 に発 したコミュニケで暗黙裡に和平対話を受け入れる

用意がある旨表明し,交渉委員会の設立とルイス司教の同委員会への参加

を提案 した。ルイス司教は全国仲裁委員会 (CONAI)設 立にあたり,コ

ンセプシオン・カルビージョ・デ・ナバなどの 5名 に市民社会代表として

参加することを呼びかけ,EZLNも これを受入れ,こ れら5名 が参加する

こととなった。1994年 に政府とEZLNの交渉が行われている間 (2月 20日

-3月 2日 ),交 渉に出席 したEZLN代表を護衛するためにピケットを

張ったグループが,CONPAZ及 び ESPAZを 結成 した。

その後,1994年 6月 にEZLNは『第ニラカンドン密林宣言』を発表し,

8月 にチアパス州グアダルペ・テペヤックに建設されたアグアスカリエン

テスにて全国民主会議 (CND)を 開催することを提案 した [EZLN 1994bl。

会議はEZLN,チ アパス民主会議,支援組織 (カ ラバーナ 。デ・カラバー

ナス)の三者共催で組織され,6121名 が参加 した。採択された決議では
,

政府の武力打倒についても,経済の集団化についても言及されず,市民社

会に対して民主主義に向けたメキシコの変革のイニシアティブをとるよう

呼びかけがなされた。
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また,1995年 4月 22日 に開始されたサンアンドレス村での和平交渉に際

し,EZLNは ロ ドルフォ・ス タベ ンハーゲ ン,フ リオ・モゲル,カ ルロ

ス・モンテマジョルなど約500名 を顧間として指名 した [小林 1998:21-

24]。

このように,EZLNは当初より意識的に市民社会との連携,更 には組織

的な協力関係 を築 くことを目指 し,市民社会がイニシアティブをとって

EZLNが提起 している方向性に向けて行動することを求めていた。これに

対 して市民社会側がより明確に平和裡の民主化移行を目指す強い意志を示

したのは,1998年 8月 の ANPの結成であった。1998年 7月 の『第五 ラカ

ン ドン密林宣言』において[EZLN 1998],EZLNは 国会の超党派議員 に

よって構成 された COCOPAが サ ンアン ドレス合意に基づいて作成 した

「先住民の権利 と文化」に関する憲法改正案を国民投票にかける決定をし

たと主張 lノ た0そ の呼びかけに応えて,MCD,AC,COCD,CC等 の市民

運動,全国先住民会議 (CNI)や先住民族全国コーデイネーター (CNPI)

などの先住民組織 ,「エ ル・バ ル ソン」等 の都市民衆運動,RNODH,

CMDPDH等 の人権 団体,更 には PRD,革 命 的労働 者党 (PRT:Partido

Revolucionario de los TrabttadOres)な どの政党が中心 となって結成された

組織が ANPである。ANPは チアパス問題に限定せず,2000年大統領選挙

において非 PRI政権が成立 した場合の政権移行が平和裏に実現 されるこ

とを保障するメカニズムの形成をも目指 している。

2 EZLNに 連帯する市民運動

第二の EZLNの問題提起に応える特定の市民運動 としては,1995年 4月

に開始されたサンアンドレス村での政府 とEZLNと の間の交渉に EZLN側

の顧間として参加 した知識人の一部が,1997年 1月 に結成 した「サパテイ

スタの大義を支援する市民ネットワーク」 (RCACZ)を 挙げうる。RCACZ

は,(a)サ ンアンドレス合意における「先住民の権利 と文化」に関する憲

法改正問題が進展するように合意履行 を積極的推進,(b)先 住民共同体

の実情に関する連邦政府による似非情報の普及に対する対抗宣伝の実施 ,
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(c)サ ンアンドレス交渉の第 2の テーマであり同合意によって具体案作

成を義務づけられていながらも連邦政府が履行 していない「民主化」の具

体案の作成,(d)PRIに よるパターナリステイックで欺I前的な支配体制に

対する先住民の闘いの支援,(e)サ ンアンドレス交渉において議論された

重要なテーマの市民社会に対する普及・宣伝,(f)政治的民主化を目指す

諸組織による闘争の支援,を 掲げているISalaS,Betancourt,Sandoval,

Rend6nか らの聴取]。

3 EZLNと 先住民組織

第三は,先住民組織である。1992年 10月 に,コ ロンブスのアメリカ到着

後「500年 の抵抗の歴史」を記念 して先住民が開催した会合は,先住民の

主体的な運動形成に大きな影響を与えた。この会合に参加 した先住民が

EZLNの武装蜂起の基盤となったが,武装蜂起は先住民の自立的な運動を

統合する上で大きな役割を呆たした。

EZLNは 1996年 1月 に全国先住民フォーラムを開催することを提案 し,

メキシコに存在する56のエスニック・グループのうち39の エスニック・グ

ループが参加して全国先住民フォーラムが開催された。1996年 10月 には
,

この全国先住民フォーラムに参加した先住民運動が基盤となって第 1回先

住民会議が開催され,10月 12日 にCNI(全国先住民会議)が結成された。

これには,全国組織としては CNPIが,地域組織としては全国各地に形成

されていた先住民の自立的な運動を目指す多数の先住民組織が加盟 した9。

CNI参加の先住民組織に共通して見られる現象は,従来の PRI傘下の全国

農民連合 (CNC)に統合された農民運動が崩壊 しつつあり,先住民農民は

CNCを 脱 して,先住民というアイデンティティを軸に再結集 しつつある

ことである。                   '
4  FZLN

第四 は,FZLNで あ る。FZLNは ,1995年 8月 に EZLNの 要請 に よって

ACが実施 した国民投票 において EZLNは合法的な政治路線 に転換すべ し

との結果が出たことを受 け,EZLNが 1996年 1月 に『 第四 ラカン ドン密林
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宣言』において合法組織としての結成を主張していたものであり,1997年

9月 に実質的に結成された組織である。FZLNは ,先住民組織をモデルと

した運動形態をとり,権力掌握やメンバーの選挙立候補や政治ポス ト就任

にも反対する立場をとり,政治的目的を有しつつも,社会運動的な方向性

を目ま旨す姿勢をとっている。FZLNは 全ナHに おいて組織化され, 全国に8

万名のメンバーを有するに至っている[Rodriguezか らの聴取]。

FZLNは ,メ キシコの民主化と社会正義の実現を目指すが,選挙には参

加せず,FZLNと 同様の政治的方向性を持つ政党や政治家に投票すること

を主張する。FZLNと しては大衆の政治意識化と組織化を重視するとの姿

勢をとり,代表制民主主義を万能と見る立場を批判する。代表制民主主義

が疎外感をもたらし,選挙に対する無関心が増大しているのは世界的な傾

向であるが,こ のような疎外感を克服するためにFZLNは EZLNと 同様に,

代表制民主主義と異なる民主主義の形態として参加型民主主義を促進する

ことを提起している。その参加型の直接民主主義は,彼 らが先住民の統治

形態から学んだ「民意を尊重しながら統治する」(Mandar obedeciendo)

という形態と,国民投票のような大衆の意向を聴取するための方策の提案

に表現されている。

EZLNや FZLNが提起 しているのは,新 しい政治のや り方である。これ

までの政治が果たしうる役割が限定的となり,現代社会のすべての側面を

カバーしきれなくなってきている以上,こ のような欠陥を補修するために

は,新 しい政治のや り方を模索 しなければならないと主張する。そして
,

新 しい政治のや り方として,代表制民主主義をもう一度見直 して,直接民

主主義なり,参加型民主主義を導入 して,統治者が被統治者の意向を尊重

するという,本来の政治のあ り方に戻すことを提起 している。

こうしたEZLNや FZLNが提起しているこれまでとは異なる政治の模索

は,市民社会側から提起されている新しい政治文化形成の模索と共鳴しあ

うものである。また,EZLNや FZLNが提起している先住民の権利の認知

も,市民社会がメキシコのネーシヨンの問題を再考する上で,大 きな教訓
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を与えている。先住民をも排除しないメキシコのネーション形成を目指す

とともに,PRIに よる一党支配体制を打倒 して政治的民主化を目指 し,さ

らにコロンブス以後の500余年にわたる不当な国際秩序を再編すべ しとい

うEZLNの問題提起は,多 くの先住民グループからも,市民社会からも支

持されて,種々の形で呼応する市民運動の増加をもたらした。

このようなEZLNと 市民社会との間の 4つの次元での連携関係において

重要な役割を果たしているのは,ル イス司教である。ルイス司教の思想に

ついては改めて研究の対象とすることを要するが,同司教がメキシコの市

民社会の意識向上において果たしている役割については十分考察されてい

ない。ルイス司教は,市民運動では MCD,「 バモス」基金に参加 し,ま た

ルイス司教の教えに従うチアパス州チェナロー村の先住民組織である「ラ

ス・アベハス」は CNIに加盟 し,ま たFZLNに も参加 している。従って
,

ルイス司教は暴力を否定するとの姿勢などからEZLNと は一線を画してい

るものの,その方向性はEZLNや市民社会の広範な層が有する方向性と一

致していると言える。

また,前述の通 り,平和運動であるMPJDは ルイス司教のノーベル平

和賞ノミネー トを支持するために,ま たMCPは ルイス司教に対する私兵

組織による銃撃事件の真相究明を契機として結成された。更に,ANP結

成において大きな力となったのは,セ デイージョ政権の圧力の下で1998年

6月 に解散 した,ル イス司教をも含む coNAIの 元メンバーであった。こ

れによっても,ル イス司教の存在が EZLNと 市民運動の間の接触点として

重要な役割を果たしていることが認められよう。

Ⅵ 市民運動の問題点

これまで現代メキシコ市民運動に見られる諸傾向につき検討 してきたが,

次にそれが抱える問題点を指摘 したい。主要な問題点は,第一にオピニオ

ン・リーダーとしての影響力の大きさであり,第二に一過性の傾向にすぎ

ないのか否かである。
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オピニオン・リーダーとしての問題点は,ま ず大衆的組織基盤を有する

大衆運動が低下傾向にある点であり,そのため市民運動が影響力を持ちう

る大衆的基盤に限界が見られる。メキシヨにおいて,PRI一党支配体制の

下では,カ ルデナス政権期に確立された協同組合主義的な国民支配体制に

よって,労働運動も農民運動も御用組合にすぎず,大衆の自発的な運動で

あるよりは体制翼賛団体にすぎなかった。このために,体制批判的な大衆

運動の基盤が小さく,自立的な大衆運動が持ちうる影響力に限界があつた。

しかも,労働運動にしろ,農民運動にしろ,世界的な傾向と軌を一にして

おり,メ キシコにおいても組織率が低下しつつある。

市民運動が個人の意識的なイニシアテイブに基づく以上,市民運動が影

響力を持ちうるためには,大衆運動との連携に依存すべきであるが,メ キ

シコの場合には,二重の限界に直面している。第一は,メ キシコにおける

市民運動が極めて体制批判的であるのに,労働運動も農民運動も大半が御

用組合であるために,一般大衆への影響力に限界がある点である。また,

大衆運動の中で体制批判的な大衆運動として1980年代以降に勢力を拡大し

たのは,都市貧民街の住民運動である都市民衆運動 (ABOV),先住民組

織 (CNI),及 び銀行貸付負債者救済運動 (「エル・バルソン」)の 3団体

である。しかし,都市民衆運動は,1990年代半ばには組織的に分解してし

まったために,大衆組織基盤としての強さが低下してしまっている。従っ

て,例 えばチアパス問題を契機として組織されたANPに せよ,参加する

動員力の大きな大衆運動は先住民組織,及び「エル・バルソン」の 2組織

にすぎなくなっている。個別の労働運動や農民運動 も,ANPに は参加 し

ているが,ナ シヨナル・センターの参加は見られない。

また,市民運動の指導者たちが知識人であり,「下から」の市民運動を

目指しつつも,結果的に知識人の運動である性格が強く見られる点も,市

民運動の影響力の限界を示すものであろう[ZermeiOか らの聴取]。 メキシ

コの反体制知識人は,PRIが有した社会的包摂力によって,体制側に取 り

込まれるケースが,1968年以後においても数多く見られた。
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次に,現在の市民運動の傾向は,あ る意味においては一過性のものであ

る可能性も排除しえない。何故ならば,現在のメキシコにおける市民運動

の隆興は,人権擁護運動のようにPRI一党支配体制が抱えた空白をカ

バーするとの意味合いと,PRI一党体制が崩壊する過程で社会的に生 じた

空白を埋める形で,政治的民主化を目指す運動や,平和運動,更には開発

支援運動が必要とされたとの意味合いに発 している。従って,民主化が進

展 し,複数政党体制が定着してしまえば,こ れらの市民運動が活躍しうる

空間も縮小する可能性がある。概 して,社会運動の発展が見られるのは
,

権威主義的な政治体制が強いために,政治運動が勢力を拡大できないとい

う限界が見られる時期である場合が多い [大 串1995:104]。 このため,現

在のメキシヨにおける百花練乱的な市民運動の発展も,複数政党制が定着

すれば,下降傾向を辿る可能性もある。

しかし,市民運動が世界のグローバル化のプロセスの中で,近代世界に

おける代表制民主主義の限界や,こ れまでの政治の限界を突いて,近代の

価値観を越える新しい展望を提起 しうるのであれば,あ るいはネオリベラ

リズムに対する選択肢を提出できるのであれば,今後ともその有効性を保

持できる可能性もある。この意味合いにおいて,現在のメキシコにおける

市民運動は,EZLNが問題提起している,コ ロンブス以来非ヨーロッパ世

界が陥れられた状況に関する告発の重要性を,近代世界批判に結び付け,

その延長線上で理論展開できれば,その重要性を維持することもできよう。

Ⅶ 結び

現代のメキシコにおいて市民運動は,メ キシコにおける70年 にわたる

PRI一党支配の崩壊プロセスにおいて崩れ行 く社会的結節を維持する役目

を果たしつつある。同時にメキシコの特殊事情を越えて,国際的にも顕著

になりつつある,市民運動が国家と社会との間の乖離を埋める一例とも見

なすことができよう。

メキシコにおいては,1960年代以降,中間階層と都市民衆が増大して,
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従来のメキシヨ社会を変化 させたが,1982年の対外債務危機を契機 として

IMFの 処方箋を採用することから開始されたネオリベラリズムの下で中間

階級の社会的水準が低下するとともに,底辺層の貧困は更に悪化 した。 し

か し,こ れに抵抗する中間階層や都市民衆の運動は,も はや階級闘争に向

かうのではなく,市民社会における抵抗 と,それに発 した積極的な市民運

動に発展 しつつある。その理由は,階級意識が希薄化する一方で,社会意

識が市民意識に進んでいることや,ソ連・東欧社会主義モデルの崩壊後 ,

社会主義理論の刷新が行われていることが大 きく影響 していると思われる。

さらに,EZLNの 武装蜂起によつて刺激された先住民の自治要求 と,彼 ら

を先住民としてあるがままに受け入れるネーションを目指す運動がこれと

合流 しつつある。

PRIが もはやこれらの社会階層を保護 しえなくなったが,彼 らは PRI一

党支配体制の打倒 を政党に任せるのではなく,積極的に新 しい市民運動の

結成 と成長を通 じて,自 ら自身が主体 となる動 きが出ているのである。こ

れらの運動が限界を有することは,既に指摘 した通 りである。 しか し,今

後市民運動 は,PRD,PAN,民 主セ ンター党 (PCD:Partido de Centro

Democritico)0,更 には PRI刷新 を目指す党内の民主化グループ等の政党

の運動 との連携を更に強めつつも,自 立性を維持 し,メ キシコにおける広

義の民主化や平和の実現を目指す活動を強化 してゆくものと予想される。

指摘 した問題を克服できるか否かが課題 となろう。

現代メキシコにおける政治的変化は,決 して PRIか ら野党への政権移

行 として生 じているのみではない。1997年 7月 6日 に行われた中間選挙に

おいて,PRIが史上初めて下院にて過半数を失ったことを端緒 として,複

数政党制への移行が確実となったが,こ れのみがメキシコにおいて生 じて

いる変化ではない。メキシコにおいても,野党が PRIに 交代 しうる可能

性が生 じたことを捉えて,市民運動の役割は終焉 したと主張する政治家 も

存在するISodiか らの聴取 ]。 他方で,市民運動の中には, もはや政党のみ

では PRI一 党支配体制の崩壊 によって生 じる社会的な綻びを癒すことは
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できないと主張する者 もいる[G6mez Hermosi1loか らの聴取 ]。 筆者は,現

在生 じている変化に PRI一 党体制の崩壊 プロセスを通 じて,メ キシコに

おいても国家と社会の乖離が拡大 しているのであ り,こ の乖離を埋めるも

のとして市民運動が登場 していると考える。そ して,市民運動がメキシコ

における変化の中で有効であ り続けるならば,民主化プロセスは不可逆の

ものとなろう。

従って,メ キシコにおける変化を,政党レベルでの変遷のみでなく,社

会全体に通底する水面下の動 きとして把握することによって,PRI一党支

配体制の崩壊が安定 した民主主義の実現に確実に結びつ くのか否かを検証

することが必要である。今後,2000年の大統領選挙に向けて,各政党やそ

の大統領候補への支持率の推移のみでなく,市民社会がどの方向に向かお

うとしているかを正確に見究めることが不可欠である。

このような状況は,PRI政権が70年 にわたって継続 しているメキシコに

おける特殊性 として限定すべ きであろうか。筆者は,グ ローバル化の進展

に伴って,国家と社会の間に乖離が拡大 し,特 にネーション・ステイッの

役割に限界が見え始めた現在,市民社会の役割,市民運動や各種 NGO組

織が果たすべ き役割は拡大 していると考える。そして,こ れらが今後 も有

効性を継続 してゆけるか否かについては,その近代世界批判が如何なる射

程を有するのか,あ るいはネオリベラリズムを越える経済的モデルを提示

できるか否かにかかってこよう。このような観点から,今後はメキシコを

一例 として他の諸国との比較研究が必要になろう。

注

1)「市民社会」は,ホ ッブズによって示された「独立の自由な市民によって

構成される建前にたつ社会」という概念に始まって,ア ダム・スミスが示し

たように利己心と社会的繁栄との間の予定調和に支えられた自由放任思想を

基本イデオロギーとした。しかし,予定調和の実現の困難さが認識され,市
民社会は国家によって克服されたと理解されねばならないとして管理社会化

が進み,その結果,管理社会批判の強まりを通じて市民社会が新たなニュア

ンスを持って重要視されるに至っている。筆者の用いる市民社会の概念は
,
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グラムシの市民社会の概念に基づいてお り,一般に「私的」 と呼ばれる有機

体の総体で,支配的な社会集団が強制 と直接支配によって統治する政治社会

とは異なり,同意とヘゲモニーを組織する領域であるが,他方支配される社

会集団が抵抗 を組織 してもう一つのヘゲモニーを構築することも可能な領域

である [フ ォーガチ 1995:516]。

2)1998年 7月 にモクテスマ社会開発相が引用 した統計によれば,1981年 には

貧困層は全国民の52.5%で あったが,そ の後対外債務危機が発生 した1984年

には62%,1988年 には

“

%に 増 加 した。サ リー ナ ス政権 下 で1992年 には

61.7%に 一時的と低下 したものの,金融 。通貨危機が発生 した1994年 には再

び64.2%に 増加 した。また,極貧層の絶対数は,198Zl年 に1100万 人,1989年

には1700万人であったが,1997年 には2200万 人に,1998年 には2660万 人に増

加 した。極貧層は「最低必需食料を贖う資力に欠ける階層」 と定義 されてい

る[SEDESOL 1998]。 他方,下 院社会開発委員会の内部資料では,極貧層 を

月収が最低賃金の 2ヶ 月分以下の所得 しかない階層 とし,そ の全国民に対す

る比率は,1992年 の32.2%か ら1996年には78.2%に 増加 したと述べている。

3)ACに はACUDE,CD,COCD,MCDの 他,AMDH, ローゼンブルース財団

(FAR),民 主主義文化上級研究所 (ISCD)の 7グ ループが参加 した。現在の

加盟 グループは120組織であるが,テ ーマ毎には500組織が共闘関係 にある

[Alianza C市ica 1998:6]。

4)ACUDE事 務局長であるゴンサ レス・グラフはメキシコ政治問題研究所所

長を兼ねる知識人,COCD事務局長のオルテガは,1968年 の学生運動の経験

者で:1985年 のメキシコ地震の被災者救援活動に参加 して以来市民運動に従

事 している。MCDの事務局長であるロサ レス・エステベ女史も1968年の学生

運動 と1985年の地震被災者救援活動の経験者であ り,MCDの ルイス・ナバ代

表は1991年 のサン・ルイス・ポ トシ州知事選挙における不正 を摘発 したサル

バ ドル・ナバの子息である。AC事務局長のガルシア女史は1980年代後半に学

生運動 を経験後,市民運動に参加 した。CCの コーデイネーターのゴンサ レ

ス・ソウサはUNAM教授で民主革命研究所の主任研究員を兼ねている。1968

年の学生運動に参加 した経験を有する。

5)チ アパス州チェナロー村の「ラス・アベハス」,チ アパス州「シエッチ」,

ミチ ョアカン州エ ミリアノ・サパ タ共同体員連合,ユ カタン半島マヤ 。

フォーラム,ベ ラクルス州先住民農民運動,ベ ラクルス州南東部人民戦線 ,

ベラクルス州サパテイスタ農民連合,ゲ レーロ州先住民・黒人500年抵抗評議

会,オ アハカ州ウスパナパ先住民評議会,オ アハカ州地峡北部地域先住民共

同体連合,ハ リスコ州マナントラン先住民族連合,ハ リスコ州 トウスパ ン・

ナウア先住民共同体連合,メ キシヨ州先住諸民族・先住民組織評議会,メ キ

シコ州ア トラプルコ文化評議会,イ ダルゴ・メキシコ州オ トミ民族評議会 ,



ラテンアメリカ研究年報 No 19(1999年 )        147

連邦区アナウァク諸民族連合,モ レーロス州カルデナス市民協会,ソ ノラ州

マヨ代表総評議会などの先住民組織が加盟 したIBautiSta及 び Rasconか らの聴

取]。

6)PCDは ,サ リーナス政権期に連邦区知事,外相をつとめたマヌエル・カマ

チ ヨが PRI離党後の1997年 に結成 した政党であ り,1999年 2月 現在政党登録

手続 きを行っている。カマチ ョは PCDを ,社会民主主義及び中道 リベラルを

路線を基軸に,PANと PRDの 中間に位置づけようとしている。
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